
電話相談：火曜日、土曜日の 10時～15時 TEL（052）842‐8878 面会相談：木曜日(曜日、時間は柔軟に対応) 

 

 

 

 

 

 

◆◇ 令和６年２月 家族ピア相談事業 集計報告 ◇◆ 

≪ 相談件数 ≫                             ≪ 相談人数 ≫         

 

≪ 付添い相談人数 ≫                     ≪ 支援内容 ≫ 

 

 

≪ 相談内容 ≫  
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合計  

電話相談 10 26 28 34 26 41 4 9 20 198 

面会相談 1 5 5 4 3 6 4 2 0 30 

合 計 11 31 33 38 29 47 8 11 20 228 

≪ 相談者続柄 ≫ その他 13名の内訳：当事者１２名(内、年金相談 ４名)、支援者 １名 

♥ ♥ 家族相談室便り ♥ ♥ 

生活保護担当者から障害年金申請を進められたので相談にのってほしいと面談を希望され来所された

A さん。65歳過ぎているので障害年金は申請できなこと、老齢基礎年金を受給されていること、障害者加

算のことではないかとお話ししましたがよく分からず 3月、ご一緒に生保窓口に行くことにしました。親切に

申請の声をかけていただいたのに、本人には何のことだかわからないなんて…よくあることですが、お互い

にわからないことは聞くようにしましょうね。「聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥」といいますから…  

※名古屋市（1級地-1）の場合は、生活保護で支給される障害者加算額は精神保健福祉手帳 2級で１７,

８７０円（1級は２６,８１０円）です。 

 （名家連副会長 家族相談員 池山豊子） 

 4月～1月 2月 合計 

電話相談 1046 198 1244 

面会相談 590 30 620 

合 計 1636 228 1864 

 4月～1月 2月 合計 

電話相談 231 42 273 

面会相談 100 6 106 

合 計 331 48 379 

 4月～1月 2月 合計 

付添相談 25 2 27 

 4月～1月 2月 合計 

年金受給者 9 0 9 

手帳受給者 5 0 5 

家族会入会 9 0 9 

続柄 祖父母 父親 母親 夫 妻 兄弟 子供 その他 合計 

人数 4 8 15 0 2 4 2 13 48 

令和 6 年 3 月 3 日（日） 
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付添い相談人数は面会相談人数に含まれます。 


